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日　　時　7月18日（木）14：00～ 16：00
場　　所　赤間総合運動公園（野球場内会議室）
受 講 料　2,500円　※材料費込
定　　員　成人20名　※先着順
申込期間　6月8日（土）～ 7月14日（日）
　　　　　9：00～ 21：00

日　　時　8月4日（日）
　　　　　午前の部　10：00～ 12：00
　　　　　午後の部　13：00～ 15：00
場　　所　赤間総合運動公園　多目的運動場ドーム
受 講 料　１家族　2,000円　※材料費込
　　　　　※家族分の材料には限りがございます。
　　　　　　ご了承ください。
定　　員　午前の部　午後の部　各10組
　　　　　※先着順
申込期間　7月6日（土）～ 7月28日（日）
　　　　　9：00～ 21：00

申込方法　電話で予約後、管理事務所にて申込用紙に
　　　　　記入の上、受講料を添えて提出。

～風水害に備えましょう～

自分で行う災害の備え

恩納村防災情報メール（登録無料）
※通信料は利用者の負担となります。
■配信情報
・気象防災情報、地震
・津波情報、安心安全、防犯など

お問い合わせ　沖縄電力㈱コールセンター
うるま支店管内　☎0120-586-705
名護支店管内　☎0120-586-706

募集期間　６月17日～８月９日（金）
応募資格　恩納村立小中学校に在籍する、
　　　　　小学校５年生～中学校２年生
派遣期間　11月４日（月）～ 11月８日（金）
負 担 額　パスポート取得費用
　　　　　燃料サーチャージ代など

　台風や大雨は、大きな災害をもたらします。防災気象情報を使用して、被害を未然に防いだり、軽
減することが可能です。いざというときに適切に対応ができるよう、災害への備えをもう一度確認し
ましょう。

●家の外の備え
・窓や雨戸はしっかりとカギをかけ、必要に応じ
て補強しましょう。
・側溝や排水溝は掃除して水はけを良くしておき
ましょう。
・風で飛ばされそうなものは飛ばないよう固定し、
家の中へ格納しましょう。

●家の中の備え
・懐中電灯、携帯用ラジオ、救急薬品、衣類、非
常用食品、携帯ボンベ式コンロ、貴重品などの
非常用品の確認をしましょう。
・飛散防止フィルムなどを貼ったり、万が一の飛
来物の飛び込みに備えてカーテンやブラインド
をおろしておきましょう。
・断水に備えて飲料水を確保するほか、浴槽に水
を張るなどして生活用水を確保しましょう。

●台風接近前の対策のお願い
　台風発生時には農業用ビニールなどが飛散し、
電線に絡みつき停電が発生することがあります。
台風接近前に対策をお願いします。
・ネット等での固定でビニールの飛散を防ぎまし
ょう
・不要なビニール・マルチ等は片づけましょう。
●台風による停電
　垂れ下がった電線や電線に絡みついたビニー
ル・マルチ等を発見した場合は、触らず、速や
かにコールセンターまでご連絡ください。

①停電情報配信サービス（メール配信）
　携帯電話やパソコンなどから登録いただ
いたｅメールアドレスに、台風時の停電情
報をお知らせするサービスです。

②地図表示サービス
　パソコン・スマートフォン等で、停電地
域を市町村ごとに地図にて確認できるサー
ビスです。

③停電問い合わせサービス
　スマートフォン等などで、「ご自宅の停
電状況のご確認」及び「電線切断、電柱倒
壊等の情報提供受付」が行えるサービスで
す。（停電状況を確認する場合は電気番号
が必要になります）

台風時のごみの収集について
●午前８時の時点でバスが運行を停止して
いる場合、ごみの収集を行いません。
●正午までにバスの運行を開始した場合、
ごみの収集を行います。
●ごみ収集中にバスの運行が停止した場合、
その時点から収集を中止します。次回の収
集日に出してください。

お問い合わせ  村民課  ☎966－1205

お問い合わせ  総務課  管財係  ☎966－1200

お問い合わせ：
税　務　課（固定資産税） ☎966－1206
福祉健康課（国 保 税） ☎966－1207

●コンビニエンスストア及びゆうちょ銀行で納
付できます。
●ゆうちょ銀行以外の村指定金融機関の口座振
替払届出書が納税通知書についています。記
入後、役場税務課・福祉健康課又は村指定金
融機関にお持ちください。

～今後とも期限内納付のご協力をお願いします～

応募・お問い合わせ
社会教育課（比嘉・本田）☎966－1210

アジア圏（台湾）文化・交流
体験プログラム 参加者募集中！ 台風シーズン到来！

台風などに伴う
停電情報について

　メールで選挙運動用
の文書や写真などを送
ることができるのは、
候補者や政党だけ。

　選挙運動の手伝いはボランティア
が基本。専門職であるウグイス嬢な
どを除き、ビラ配りなどでアルバイ
ト代をもらってはいけません。

　人の名誉を損なう目的で、事実を
公にすることは罰せられます。また、
事実を明らかにせずとも、公然と人
を侮辱することも禁じられています。

◆金銭に関するルール ◆誹謗中傷などに関するルール◆インターネットに関するルール

メールを使っての
選挙運動はＮＧ！

選挙運動でバイト代を
もらうのはＮＧ！

悪質な
誹謗中傷行為はＮＧ！

有権者として、気を付けたい選挙のルール

赤間運動公園教室
蚊取り線香＆

虫よけスプレーづくり教室酵素づくり教室

固定資産税第２期、国保税第１期
の納期限は7月31日（水）です！

材料はすべて無農薬!! 親子ワークショップ！自由研究にもピッタリ♪

お問い合わせ　赤間総合運動公園
☎９６６－２６５６


